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財務会計基準機構のWebサイトに掲載した情報は、著作権法及び国際著作権条約をはじめ、その他の無体財産権に関する

法律並びに条約によって保護されています。許可なく複写・転載等を行うことはこれらの法律により禁じられています。 

議事要旨(2) 企業会計基準公開草案「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準（案）」

【公表議決】 

 

冒頭、小賀坂副委員長より、企業会計基準公開草案「法人税、住民税及び事業税等に関す

る会計基準（案）」について、本日の審議の後、公表の議決を行いたい旨の説明があった。引

き続き、淡河専門研究員より企業会計基準公開草案「法人税、住民税及び事業税等に関する

会計基準（案）」の文案に関して前回の委員会後の修正箇所の説明、及び、前田ディレクター

よりコメント募集期間を2か月とする旨の説明がなされた。 

説明に対する委員からの確認事項と、それらに対する事務局からの回答は次のとおりであ

る。 

 

 ある委員より、次の確認があった。 

 コメントの募集及び公開草案の概要における適用時期の説明で、本公開草案は監査

保証実務指針第 63 号の実質的な内容の変更は意図していないことが記載されてい

るが、本公開草案において当該事項が明記されているか確認したい。 

これに対して、事務局より、結論の背景の第 38 項に明記されている旨の回答がなされ

た。 

 

審議の後、採決が行われ、具体的な字句等の修正については委員長に一任する前提で、出

席した委員13名全員の賛成により、企業会計基準公開草案「法人税、住民税及び事業税等に

関する会計基準（案）」を公表することが承認された。 

 

以 上 


